
　
　　～

観
光
振
興
と
情
報
発
信
～

歴
史
ま
ち
づ
く
り
整
備
事
業
　
６
，６
２
０
万
８
千
円

上
町
地
区
の
歴
史
的
景
観
保
全
と
ま
ち
づ
く
り
推
進
の
た
め
、

司
牡
丹
酒
造
株
式
会
社
の
焼
酎
蔵
の
保
存
活
用
を
計
画
し
て
お

り
、
令
和
６
年
度
は
用
地
購
入
等
を
行
い
ま
す
。

　～
教
育
～

新
文
化
拠
点
（
図
書
館
）
整
備
事
業
　

５
億
２
，５
９
５
万
９
千
円

令
和
６
年
12
月
の
開
館
に
向
け
て
、
図
書
館
に
交
流
ス
ペ
ー
ス

等
を
備
え
た
新
文
化
拠
点
の
建
設
を
行
っ
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

な
ど
の
最
新
技
術
や
地
域
人
材
の
活
用
に
よ
り
、
「
ふ
る
さ
と

力
、
人
間
力
、
未
来
創
造
力
を
育
む
大
人
も
子
ど
も
も
共
に
学

び
合
う
場
」
と
し
て
「
学
び
合
い
の
サ
イ
ク
ル
」
の
実
現
を
目

指
し
ま
す
。

　～
結
婚
・
出
産
・
育
児
～

乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
　
４
，２
７
０
万
７
千
円

子
ど
も
の
医
療
費
保
険
適
用
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
て
い
ま

す
。
令
和
６
年
４
月
よ
り
、
対
象
年
齢
を
15
歳
か
ら
18
歳
に
引

き
上
げ
、
子
育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
支
援
拡
充
を
行
い
ま
す
。

学
校
給
食
費
等
無
償
化
事
業
　
４
，９
６
９
万
６
千
円

令
和
４
年
度
よ
り
保
育
園
児
（
３
歳
以
上
）
及
び
小
中
学
生
の

給
食
費
等
の
無
償
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
し
や
す
い

ま
ち
と
し
て
、
子
育
て
世
帯
の
負
担
を
軽
減
し
、
若
年
層
の
定

住
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　
　
　

　～
産
業
と
仕
事
～

基
盤
整
備
事
業
　
２
億
２
，０
１
９
万
３
千
円

農
業
水
利
施
設
（
堰
、
農
道
、
水
路
な
ど
）
維
持
修
繕
の
た
め

の
計
画
策
定
及
び
長
寿
命
化
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
６

年
度
は
、
久
万
田
堰
の
補
修
・
改
修
工
事
等
を
実
施
し
ま
す
。

　
　
　

　～
健
康
と
福
祉
～

あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
事
業
　
６
，３
７
１
万
８
千
円

誰
も
が
気
軽
に
集
い
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
地
域
福
祉
の
拠
点
と
し
て
、
５
地
区
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
応

じ
た
事
業
展
開
を
行
い
、
住
民
同
士
の
支
え
合
い
に
よ
る
地
域

福
祉
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

　
　
　
　

　～
安
全
・
安
心
～

道
路
施
設
修
繕
・
地
方
道
路
交
付
金
事
業
　

３
億
８
，３
１
６
万
５
千
円

（
う
ち
加
茂
地
区
振
興
策
分
　
１
億
８
，１
５
０
万
円
）

住
民
の
安
全
安
心
な
生
活
を
守
る
た
め
に
舗
装
等
の
道
路
施
設

の
修
繕
、
国
の
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
を
活
用
し
た
町
道

改
良
工
事
、
橋
梁
・
ト
ン
ネ
ル
等
の
適
正
管
理
・
長
寿
命
化
を

図
る
た
め
の
改
修
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

　
　
　
　

木
造
住
宅
耐
震
化
支
援
事
業
　
９
，４
６
６
万
５
千
円

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
る
た
め
、
所
有
者
が
行
う
耐
震
診
断

や
耐
震
補
強
工
事
等
へ
補
助
を
行
っ
て
お
り
、
利
用
促
進
・
耐

震
化
の
強
化
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　

　～
行
財
政
～

「
書
か
な
い
窓
口
」
構
築
事
業
　
４
，６
３
０
万
１
千
円

窓
口
で
の
届
書
・
申
請
書
の
作
成
支
援
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
、
来
庁
者
の
利
便
性
向
上
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
を
導
入
し
、
来
庁
せ
ず
に
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
当
初
予
算
　
主
な
取
り
組
み

※画像はイメージです。
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高北国保病院 TEL 22-1166
FAX 22-2047

高北病院の栄養指導について
管理栄養士　橋本まり

高北病院では、月～金曜日と第 2土曜日の午前中に栄養指導を実施しています。
栄養指導では、患者さんと一緒に食事習慣の見直しをしています。
患者さんに食事記録や写真をとってきていただいたり、記録がない場合には、当日聞き取りを行っ
ています。そして、血液検査や体重などの推移をみて、その方がどういう風な食事がよいのか、ど
んな食品に気をつけるようにすると良いかなど改善策を話し合います。無理に食事を制限されてい
る方もおられ、もっと食べるように話をする場合もあります。
食事について、気になる事がありましたらお気軽に当院スタッフへお声がけください。

❀春の食事ポイント❀
佐川町の春といえば山菜ですが、生活習慣病（高血圧・血糖・脂質異常症など）を気にされ
ている方にとって、食物繊維の豊富な山菜は味方になってくれる食材です。
毎日でも取り入れたい食材ですが、塩分は控えめにしたいところです。
醤油の使用量を少なくしても美味しく調理するコツとして、筍の煮物に鰹節を多めに入れた
り、ツナ缶を汁ごと入れてお出汁を利かす、ゴマ油でさっと炒めるなど、旨みや香りを使った
調理がお勧めです。　　　
また、歯ごたえのある物も多いので、よく噛むことで満腹
感を感じやすくなり、食べ過ぎ予防にもなります。
※注意点：山菜にはカリウムが多く含まれていることがあ
るため、カリウム制限食が必要な方（腎機能障害など）は主
治医または管理栄養士の指示に従うようにしてください。

高北国保病院　☎︎２２−１１６６

・第２土曜日の午前は内科の外来診察
・外科の当直日の17時15分～18時30分及びその翌日（休日の場合を除く）の7時15分～8時30分は内科または整形外科の医師が当直をします。

日
宿

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

内 科

内 科

内 科

内 科

内 科

外 科

外 科

外 科

整形外科

内 科

整形外科

内 科

外 科

外 科

外 科

外 科

外 科

内 科

整形外科

内 科

内 科

内 科
外 科

内 科

整形外科

外 科

外 科

外 科

内 科

内 科

外 科

内 科

内 科

内 科

内 科

内 科

内 科

内 科

内 科
日
宿

日
宿

日
宿

日
宿

日
宿
日
宿
日
宿
日
宿

清和病院　☎︎２２−０３００

町内の救急告示病院の休日 ･夜間の当直（宿直・日直）診療科のお知らせ

日曜日・祝日 月曜日※ 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
内科または
外科または
精神科

精　神　科 外　　　科 外　　　科 外　　　科 内科または外科 外科日
宿
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４月１日（月）から令和６年度福祉タクシー券・ガソリン券の申請を受付します
交付を希望される方は、ご本人またはご家族（代理人）の方が健康福祉センターかわせみまで

申請にお越し下さい

※保護者（介護者）とは、障害者本人と生計を一にしている同世帯の親族または常時監護（介護）
している方です。

※ガソリン券について、原則障害者本人が運転し、移動するときに交付することとしていますが、療育
手帳や精神障害者保健福祉手帳所持者に加え、第１種の手帳を所持している方や視覚障害の方な
ど、移動が特に困難であると認められる場合に限り、保護者（介護者）運転でも利用できます。
※上記以外の理由によりガソリン券を申請する場合は、状況等を聞き取りの上、交付の判断を行
いますが、検討の結果、交付対象とならない場合もあります。

※交付枚数は 4カ月ごとに 3分の 1ずつ減少します。

申請時に必要なもの
①　各手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）
②　運転者の運転免許証（ガソリン券またはバイクガソリン券の場合）
③　所有者の車検証（ガソリン券の場合）または自賠責証（バイクガソリン券の場合）

注意点
※タクシー券とガソリン券を 1 人の方が重複して申請することはできません。
※施設入所または転出、お亡くなりになった場合等は利用できません。健康福祉課まで返却をお願いします。

交付対象者・交付枚数（町内に居住している場合のみ交付します）

（下表にそれぞれ該当しない場合は交付できませんのでご注意ください）運転者及び所有者（ガソリン券の場合）

交付対象者 福祉タクシー券
（1枚 500 円）

福祉ガソリン券
（1枚 500 円）

福祉バイクガソリン券
（1枚 200 円）

身体障害者手帳
所持者

1級・2級 48枚 18枚 36枚
3級 30枚 12枚 24枚
4級 9枚 3枚 6枚

療育手帳
所持者

A1・A2 36 枚 36枚
B1・B2 24 枚 24枚

精神障害者保健
福祉手帳所持者

1級 36枚 36枚 36枚
2級 24枚 24枚 24枚

対象者
ガソリン券 バイク

ガソリン券
運転者 所有者 運転者 所有者

身体障害者
手帳所持者

① 18歳未満の方 保護者 保護者

本人 本人

②１種の手帳を所持している方
本人または
保護者

（介護者）

本人または
保護者

（介護者）
③視覚障害を有している方
④その他事情により交付を
　希望する方（要相談）
⑤上記以外の方 本人 本人

療育手帳所持者 本人または
保護者

本人または
保護者 

精神障害者保健福祉手帳所持者 本人または
保護者

本人または
保護者 本人 本人

問健康福祉課　障害支援係　電話0889-22-7705

         かわせみおしらせ

♪子育て情報のご紹介♪

問健康福祉課　子育て支援センター
　電話　080-2997-6959

問健康福祉課　子どもサポート係
　電話　0889-22-7705

「さくらさいたねっと」
の子育て支援センター
のページにアクセスで
きます。

子育て支援センター『なかよし
ひろば』の情報はこちらの QR
コードからどうぞ。たくさんの
参加をお待ちしています。

【さくらさいたねっと】

●佐川町の乳幼児健診や予防接種等サービ
ス、栄養士さんのレシピなど子育て情報が
満載！お気軽にご利用ください。

子育て支援センター「なかよしひろば」子育て情報サイト「さくらさいたねっと」

佐川町では、クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、生活環境にやさしい町づくりを推進す
ることを目的に、住宅や事業所等に薪ストーブ・薪風呂又は薪ボイラー（以降「薪ストーブ等」と
いう）を新たに設置される方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度を設けています。

【補助対象事業】
～薪を主燃料とする未使用の薪ストーブ・薪ボイラー・薪風呂等を新たに設置する場合～

【補助対象要件】
◆町内に住所がある方が、町内の住宅又は事業所に設置する場合
◆町外に住所がある方が、町内の住宅又は事業所に設置し、実績報告までに町内へ転入できる
場合

◆町内に住所のある方が、町内の園芸用ハウスに設置する場合

【補助対象経費】
薪ストーブ等を購入し、設置する費用（運送料、設置工事費用及び付属品に係る費用も含む）

【補助額】
補助対象経費のうち１/２以内の額を補助
（※ 1：最大 50万円　※ 2：1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。）
ただし、１戸の建物（園芸用ハウスについては１棟）につき１回を限度とする。

【申請方法】
◆申請書類（産業振興課で配布、又は佐川町ホームページからダウンロード）を産業振興課へ提出
◆申請受付期間　４月１日（月）から５月 13日（月）まで　
◆窓口受付時間　８時 30分から 17時 15分まで※土・日・祝を除く

※　受付期間中に予算を超える申請があった場合は、受付期間後に、抽選を実施します。

問　産業振興課　林業振興係　電話　22-7724

薪ストーブ・薪風呂・薪ボイラー設置に対しての補助金制度があります！


